
上安松・下安松西地区の
まちづくりに関する説明会

所沢市 街づくり計画部 市街地整備課

令和７年２月

※検討中の案であり、今後計画が変更となる可能性がございます。
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計画的な市街地整備を誘導するため、用途地域の指定を残したまま、
いったん市街化調整区域に編入し、その後土地区画整理事業等が確
実になった時点で再び市街化区域に戻すことができた制度。

1-1 これまでの経緯

１．（仮称）上安松・下安松西土地区画整理事業について
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優先的かつ計画的に市街化を図る『市街化区域』

平成15年 埼玉県が暫定逆線引き制度を廃止

暫定逆線引き制度とは…

市街化を抑制する『市街化調整区域』

街づくりの検討を開始

暫定逆線引き



1-1 これまでの経緯

１．（仮称）上安松・下安松西土地区画整理事業について

平成30年３月 『上安松・下安松西地区土地区画整理発起人会』を

発足。

５月 事業協力者として『大和測量株式会社』を選定、覚

書を締結。

７月～ 仮同意書の収集を開始。

９月 『所沢市上安松・下安松西土地区画整理準備組合』

を結成。

令和５年２月 事業協力者として『野村不動産株式会社』を選定、

覚書を締結。

令和６年10月 『野村不動産株式会社』『戸田建設株式会社』を業務

代行予定グループとして選定。協定書を締結。

➡早期の事業認可に向け、各種協議・検討を実施中。
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現在、上安松地区および下安松地区では、地権者が主体となった「所沢
市上安松・下安松西土地区画整理準備組合」が結成され、土地区画整理
事業の実現に向けた様々な検討を行っています。

上安松・下安松西地区土地区画整理事業予定区域 位置図

土地区画整理事業予定区域

事業計画の概要

施行予定面積 約21.5ha

事業期間
R8年度予定
～10年程度

総事業費 約118億円

想定土地利用 住居系

業務代行予定者
野村不動産
戸田建設

事業協力者 大和測量

1-2 事業の概要

１．（仮称）上安松・下安松西土地区画整理事業について

※検討中の案であり、計画が変更となる可能性がございます。



主な土地利用を住居系として一部沿道利用を想定し、必要に応じて公園
や調整池、道路を適宜配置する予定です。また、地区内の幹線道路
は都市計画道路として整備し、良好な交通環境の形成を図っていきます。

１．（仮称）上安松・下安松西土地区画整理事業について
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1-3 土地利用の構想

※検討中の案であり、計画が変更となる可能性がございます。



１．（仮称）上安松・下安松西土地区画整理事業について

1-4 土地区画整理事業の目的

保留地用地
（業務用地など）住宅地

安全安心で利用価値の高い
街並み形成

公園住 宅 地

道路が狭い、公園がない、
下水道未整備など

農 地住 宅 地

住宅地
農地調整池

住 宅 地 住 宅 地

農 地
農 地

道 路

事
業
実
施
後

道 路

土地区画整理事業は、安心で安全な街づくりのために、道路や公園と
いった公共施設を整備し土地の利用価値を高めることを目的に実施しま
す。土地区画整理事業により公共用地が整備されることで、周辺の地域
一帯で生活環境の向上が見込まれます。
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住宅地

[区画整理前] [区画整理後]



１．（仮称）上安松・下安松西土地区画整理事業について
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1-5 土地区画整理事業で整備する公共施設

3.5m3.5m 9.0m

幅員１６ｍの道路のイメ－ジ

歩道 歩道車 道

事業では、幅員が４ｍ～１６ｍの道路を配置します。道路が広くなるこ
とで緊急車両が通行しやすくなり防災性が向上するとともに、歩道が整
備され歩行者が安全に通行できるようになります。

① 道 路



１．（仮称）上安松・下安松西土地区画整理事業について
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1-5 土地区画整理事業で整備する公共施設

事業では、地区面積の３％以上、かつ、将来の地区内居住人口１人当り
３㎡以上となるよう公園を配置します。地域の人々の憩いの場であると
ともに、災害時には避難場所にもなり防災上も重要な施設です。

② 公 園

公園のイメ－ジ



１．（仮称）上安松・下安松西土地区画整理事業について
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1-5 土地区画整理事業で整備する公共施設

事業では、一時的に雨水を貯める調整池を整備します。一定量以上の雨
が降った際に、雨水の放流先である水路や河川の排水能力を超え雨水が
氾濫しないようにする役割があります。

③ 調 整 池

調整池のイメ－ジ
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２．上位計画における位置付け

◆『第６次所沢市総合計画』

[道路整備の推進]（第６章 ３道路 基本方針）

慢性的な交通渋滞緩和のために計画的な幹線道路整備を行います。

◆『所沢市都市計画マスタープラン』

[道路体系の確立]（第３章 ２道路・交通）

●都市計画道路は、沿道の土地利用や周辺環境に配慮するとともに、
中心市街地への過度な自動車の進入を抑制するため、主要な道路
ネットワークを形成する路線として整備を目指します。
【道路体系】
◆広域幹線道路
ー 中 略 ー
◆構想道路
方針策定時においては都市計画決定していないが、将来的に都市
計画決定し、整備する可能性がある道路。

●都市計画道路北原安松線は、道路ネットワークの構築のため、
隣接する清瀬市との接続をめざします。
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２．上位計画における位置付け

上安松・下安松西地区

※検討中の案であり、計画が変更となる可能性がございます。



正式名称
所沢都市計画道路 3.4.13
北原安松線

当初決定
昭和41年12月28日
(建設省告示)

最終決定
昭和50年2月28日
(埼玉県告示)

起 点
所沢市大字所沢字兀ノ下
(現 北原町)

終 点 所沢市大字下安松字日ノ向甲

路線延長 約3,630m

幅 員 16ｍ

車線数 ２車線（片側１車線）

3-1 北原安松線の概要
北原安松線は、北原町から大字下安松に至る都市計画道路で、昭和41年12
月28日に当初決定がされました。現在、下新井交差点から上安松東交差点
までの区間が整備され、供用を開始しています。

凡 例

整備済区間

整備予定区間

未整備区間

所
沢
駅

起点

終点

西
武
新
宿
線

下新井

牛沼

上安松東

県道川越所沢線

県
道
さ
い
た
ま

ふ
じ
み
野
所
沢
線

３．北原安松線について

※今回の都市計画変更 … 都市計画道路の線形変更
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※検討中の案であり、計画が変更となる可能性がございます。
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３．北原安松線について

3-2 北原安松線の必要性
松井地区では南北方向の幹線道路が未整備であり、住宅地内に狭い道路が
多いエリアです。そのため、上安松・下安松西土地区画整理事業の施行と
あわせて一部区間の整備を進めることで、松井地区における南北方向の道
路ネットワークと安全な交通環境を形成します。

上安松東

上安松東交差点のようす（交差点北側から撮影）

住宅地内に狭い道路
が多いエリア

※検討中の案であり、計画が変更となる可能性がございます。
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①北原安松線の現状

３．北原安松線について

3-3 北原安松線の線形変更について

北原安松線は昭和41年に都市計画決定され、現在まで当初の計画のまま
都市計画道路に指定されています。なお、当初決定から約60年が経過し、
今回の整備予定区間とその周辺では多数の建築物が建築されています。

都市計画図上の位置づけ 航空写真

上安松東



②現在の線形で整備する場合の課題

３．北原安松線について

・道路が既存の住宅地を縦断してしまう

…地域コミュニティの分断を招く恐れ

・事業の実現性が乏しい

…移転対象となる建築物が多数存在

…道路用地の取得から整備まで相当な長期化が想定される

北原安松線の確実な整備を実現するため、
現在定められている線形の一部を変更します。

15※検討中の案であり、計画が変更となる可能性がございます。
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上安松東交差点の南側から（仮称）北秋津安松線に接続する区間では、
既存住宅地を迂回し、畑地部分を通過する線形に変更します。

③線形変更の内容

上安松東

凡 例

変 更 前

変 更 後

・既存住宅地を避けることで
地域コミュニティの分断を回避

・移転対象となる建築物の縮減

－整備課題の解決－

また、上安松・下安松西土地区画整理事

業の施行にあわせて整備を行うことで、

建物移転も含めて周辺の宅地や道路と一

体的な整備が可能となり、スピーディか

つ確実に整備を進めることができます。

３．北原安松線について

※検討中の案であり、計画が変更となる可能性がございます。
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(仮称)北秋津安松線は、大字北秋津から大字上安松に至る予定の都市計画

道路です。現在、北秋津・上安松土地区画整理事業と合わせて所沢駅東口

入口交差点からの一部区間が整備され、供用を開始しています。

４．（仮称）北秋津安松線について

4-1 （仮称）北秋津安松線の概要

正式名称
（予定）

所沢都市計画道路 3.4.36
（仮称）北秋津安松線

起 点 所沢市大字北秋津字北ノ台

終 点 所沢市大字上安松字久保

路線延長 約1,693m

幅 員 16ｍ

車線数 ２車線（片側１車線）

終点

所沢駅
東口入口

所
沢
駅

県道川越所沢線

起点

新秋津駅

凡 例

整備済区間

整備予定区間

※今回の都市計画変更 …都市計画道路の新規決定

※検討中の案であり、計画が変更となる可能性がございます。
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4-2 (仮称)北秋津安松線の必要性

松井地区では、東西方向の移動手段として主に県道川越所沢線と市道1-2号

線が利用されています。特に、市道1-2号線は狭小な幅員ながら抜け道とし

て利用されていることから、安全な交通環境を確保するため東西方向の幹

線道路の早急な整備が求められています。

西武池袋線との交差部

４．（仮称）北秋津安松線について

県道川越所沢線

車一台程度の狭あい区間

所沢駅
東口入口

狭い道路と住宅地が
混在するエリア

凡 例

整備済区間

整備予定区間

※検討中の案であり、計画が変更となる可能性がございます。



所沢駅
東口入口
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４．（仮称）北秋津安松線について

4-3 (仮称)北秋津安松線の整備状況
現在、所沢駅東口入口交差点から西武池袋線交差部手前までの区間を北秋
津・上安松土地区画整理事業と合わせて整備しています。残りの区間につ
いても、（仮称）上安松・下安松西土地区画整理事業の施行に合わせて整
備を進めていく予定です。

（仮称）上安松・下安松西土地区画
整理事業と一体的に整備予定

整備済区間

西武池袋線との交差部に
跨線橋を整備予定

※検討中の案であり、計画が変更となる可能性がございます。



５．環状交差点(ラウンドアバウト)について

5-1 （仮称）上安松・下安松西土地区画整理事業における
環状交差点（ラウンドアバウト）の導入について

現在計画されている（仮称）上安松・下安松西土地区画整理事業において、
環状交差点（ラウンドアバウト）の導入を検討しています。

※土地利用の構想は今後変更になる場合があります。

拡大図
土地利用構想図

地区を縦断する七曲通りと、
（仮称）北秋津安松線との
交差部分への設置を検討して
います。

20※検討中の案であり、計画が変更となる可能性がございます。



…右回り一方通行で環道優先の円形平面交差点

【環状交差点(ラウンドアバウト)の概要】

●円形平面交差点のうち、環道の交通が
優先されるもの

●環道交通は１車線で、右回りの一方通行

●環道に流入する車両は徐行、横断歩行者
や環道に通行車両がなければ、一時停止
なしに流入可能

●イギリス、ドイツ、アメリカなど、
欧米各国では広く普及

●都道府県公安委員会が道路標識等を設置し、
「環状の交差点における右回り通行」の交通
規制を実施（環状交差点）

※国土交通省「ラウンドアバウトのすすめ」より引用

５．環状交差点(ラウンドアバウト)について
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5-2 環状交差点（ラウンドアバウト）とは

※検討中の案であり、計画が変更となる可能性がございます。



５．環状交差点(ラウンドアバウト)について

5-3 環状交差点(ラウンドアバウト)の特長

●環状交差点(ラウンドアバウト)の主な強み

22

①構造的安全性
・速度が低下
・車両の交錯ポイントが減る
・同一方向に進む

重大事故を抑制

②円滑性
・信号処理による停止がない
・待ち時間の解消

スムーズな交差点

③環境性
・アイドリング削減による排出

CO2の低減
環境にやさしい

④自立性 ・停電の影響を受けない 災害時に強い

※検討中の案であり、計画が変更となる可能性がございます。



●交差点の安全性向上
通常の無信号交差点と比較して、交差点内で車同士が交わる
動線が大幅に少なくなり、安全性が向上します。
これにより、七曲通り及び（仮称）北秋津安松線それぞれの
道路への進入が安全かつ容易になります。

５．環状交差点(ラウンドアバウト)について
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①構造的安全性

※国土交通省「ラウンドアバウトのすすめ」より引用

※検討中の案であり、計画が変更となる可能性がございます。



５．環状交差点(ラウンドアバウト)について

24

導入後は、交通事故の件数が
減少しています。また、車両速
度が抑制されることにより、死
亡事故、重傷事故の重大事故は
発生していません。

●交通事故の減少

国土交通省 「ラウンドアバウトのすすめ」より引用

●車両速度の抑制

環状交差点の導入後は、
交差点を通行する速度が
30km/h以下に抑制され
ています。

※検討中の案であり、計画が変更となる可能性がございます。
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信号がないため、交通状況に応じて
一時停止することなく、交差点に
徐行して進入することができます。
また、右折する必要がなくなるため、
右折のための待ち時間も減少します。

５．環状交差点(ラウンドアバウト)について

②円滑性

●赤信号による待ち時間の減少

③環境性

●信号停止によるアイドリング時間を削減し、環境負荷を軽減

信号がある交差点では、信号が赤の間は停止する必要があ

りますが、環状交差点（ラウンドアバウト）では、歩行者

や環道内に車両がなければ進入することが可能なため、ア

イドリングによるＣＯ２発生を軽減することができます。

※国土交通省「ラウンドアバウトのすすめ」より引用
※検討中の案であり、計画が変更となる可能性がございます。



26

亘理町公共ゾーン中央交差点（宮城県亘理郡亘理町）

信号による交通制御が難しい５差
路以上の多枝交差点に導入するこ
とで、円滑性と安全性の両面を強
化することができます。

５．環状交差点(ラウンドアバウト)について

④自立性

その他の特長

六本辻交差点（長野県北佐久郡軽井沢町）

●停電時でも安全に通行可能

環状交差点（ラウンドアバウト）
には信号が無いため、災害等に伴
う停電時にも交差点の機能を発揮
することができます。

●複雑な交差点にも対応可能

※検討中の案であり、計画が変更となる可能性がございます。



27

5-4 埼玉県内での環状交差点導入事例

羽生市HPより引用

５．環状交差点(ラウンドアバウト)について

①羽生市須影 旧国道122号線

開通：平成29年3月30日

直角のカーブに狭い道路が合流し、

事故が多発していた既存道路に環状

交差点を導入

②寄居町寄居 寄居駅南口

開通：令和３年7月21日

寄居駅南口駅前広場整備工事の一環

として環状交差点を導入

寄居町HPより引用

※検討中の案であり、計画が変更となる可能性がございます。
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5-5 上安松・下安松西地区における交差点比較

５．環状交差点(ラウンドアバウト)について

★幅員の広い(仮称)北秋津安松線が優先
北秋津安松線直進車は歩行者がいない場合、

スピードを緩めず通過。

七曲通りからの車両、北秋津安松線からの

右折車は直進車が途切れるまで停車。

横断にあたり、歩行者は左右両方向の確認

を同時に行う必要あり。

走行空間が狭められるため自然と減速して

進入。

車両がいなければどの道からも交差点内に

進入可能。

横断にあたり、歩行者は車両接近側の

一方向に対する確認のみ。

★先に環道に進入した車が優先

【十字交差点(無信号)】

【ラウンドアバウト】

…(仮称)北秋津安松線 …七曲通り

車

車

歩

車

車

歩
…(仮称)北秋津安松線 …七曲通り

※検討中の案であり、計画が変更となる可能性がございます。



分 離 島

…車の流れ

②左を確認

①右を確認
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5-5 上安松・下安松西地区における交差点比較

５．環状交差点(ラウンドアバウト)について

★左右を１回で確認

➢横断前に、左右両方向の
確認を同時に行う。

★左右を２回に分けて確認

【十字交差点(無信号)】

【ラウンドアバウト】

①最初は右方向を確認し
分離島まで横断

②分離島から左方向を確認
して対岸まで横断

ラウンドアバウトにおける横断方法
※検討中の案であり、計画が変更となる可能性がございます。



６．今後の予定について

上
安
松
・
下
安
松
西
地
区
の

ま
ち
づ
く
り
に
関
す
る
説
明
会

更
な
る
検
討
・
調
整

第

２

回

説

明

会

２/１５、２ /２２

（本日）
R7.５月
（予定）

都

市

計

画

変

更

手

続

き

R7 夏頃～
（予定）

30※現時点での想定であり、関係機関との調整等の状況により変更となる可能性があります。



ご清聴ありがとうございました

所沢市 街づくり計画部 市街地整備課
０４－２９９８－９２０８（直通）


